様式１

番	号
年	月	日


一般社団法人食品衛生登録検査機関協会理事長	道 野	英	司	殿


所 在 地団 体 名
代表者の役職及び氏名


令和８年度自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業
事業計画の承認（変更、中止又は廃止の承認）について

令和８年度自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業実施規程（令和○年○月○日一般社団法人食品衛生登録検査機関協会）４の（１）の規定に基づき、関係書類を添えて、承認（変更、中止又は廃止の承認）を申請する。


（注）
1. 変更、中止又は廃止の場合には、上記４の（１）を５の（１）とすること。
2. 変更の場合には、本様式中「事業の目的」とあるのは、「変更の理由」とし、提出した事業実施計画の事業の内容及び経費の配分と変更後の事業の内容及び経費の配分とを容易に比較対照できるように変更部分を二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載すること。ただし、事業内容のうち当該変更の対象外となるものについては、省略する。
3. 中止又は廃止の場合には、本様式中「事業の目的」とあるのは、「中止（廃止）の理由」とし、当該箇所に事業を中止し、又は廃止する理由について記載すること。
4. 事業実施結果に係る報告書として本様式を用いる場合には、件名を「令和８年度自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業実施計画の実施結果の報告について」と、本文は「令和８年度自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業実施規程（令和８年○月○日一般社団法人食品衛生登録検査機関協会）７の（１）の規定に基づき、関係書類を添えて、実施結果の報告をする。また、併せて精算額として○○○円の交付を請求する。」とし、別添「第１ 総括表」及び「第２ 個別事業実施計画添付資料」には実績を記載すること。
5. 他の者に事業の一部を委託して行わせる場合は、次に掲げる事項を別添「第１ 総括表」の「事業の委託」の欄に記載することにより承認を得ること。ただし、委託して行わせることのできる範囲は、事業費の２分の１を超えてはならない。
（１）委託先が決定している場合は委託先名
（２）委託する事業の内容及び当該事業に要する経費


別添

第１ 総括表
	
事業種類
	
事業細目
	
事 業 費
	負 担
	区 分
	
事業の委託
	
備 考

	
	
	
	
国庫補助金
	
事業実施者
	
	

	
自治体 
や民間検 
査機関等 
による証 
明書発給 
等の体制 
強化支援 
事業
	
	
千円
	
千円
	
千円
	
（1） 委託先名
（２）委託する事業の内容及び当該事業に要する経費

	

	合　　　計
	
	
	
	
	



（注）１ 事業細目は、交付等要綱別表１の自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業の項の経費の欄の区分により記入すること。
２ 備考欄には、事業実施者ごとに、消費税仕入控除税額を減額した場合は、「減額した金額○○○円」を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には
「含税額」をそれぞれ記入すること。

第２ 個別事業実施計画添付資料

自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業 １ 事業の目的


２ 事業の内容ア：実施内容


イ：実施方法

ウ：年間スケジュール

エ：成果目標
（注）成果目標については、証明書の発行や施設の認定に関する実績を踏まえ、農林水産物及び食品の更なる輸出拡大に資する定量的な数値目標を設定すること。

３	「みどりチェック」 チェックシート
別紙を作成すること。

４	添付資料
必要に応じて資料を添付すること。

別紙 

「みどりチェック」 チェックシート（民間事業者・自治体等向け）

	事業名
	
	Ver.3.1

↓該当する方に〇

	組織名
	
	

	代表者氏名
	
	

	住所
	
	申請時
(します)
	

	連絡先
	
	報告時
(しました)
	


・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。解説書

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。
・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。
・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。

	チェック
	環境関係法令の遵守等

	☐
	①
	みどりの食料システム戦略の理解

	☐
	②
	関係法令の遵守

	☐
	③
	環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

	☐
	④
	機械等を扱う事業者である場合（※該当しない	）
機械等の適切な整備と管理に努める

	☐
	⑤
	正しい知識に基づく作業安全に努める

	
	エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除

	☐
	⑥
	オフィスや車両・機械等の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

	☐
	⑦
	省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空調、ウォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努める

	☐
	⑧
	環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討

	
	廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

	☐
	⑨
	プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

	☐
	⑩
	資源の再利用を検討



②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年法律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成28年法律第48号）とする。

	＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞

	・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。

	・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、

	ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。

	上記について、確認しました →☐
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